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平成２３年さぬき市議会第１回定例会議案 

 

                        平成２３年２月２８日提出 

市長提出議案 

 

議案第４１号 さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 
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議案第４１号 

 

 

さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 

 さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のとおり改正することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づ

き、議会の議決を求める。 

 

 

平成２３年２月２８日提出    

 

さぬき市長 大 山 茂 樹   
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   さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 さぬき市職員の育児休業等に関する条例（平成１４年さぬき市条例第３５号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１号を加える。 

 (3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ｱ) 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職し

た期間が１年以上である非常勤職員 

   (ｲ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）を超

えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員（当該子の１

歳到達日から１年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当

該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明ら

かである非常勤職員を除く。） 

   (ｳ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 

  イ 次条第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子の１歳到

達日（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）に

おいて育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

  ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの 

 第２条の２を第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

 (1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１歳到

達日 

 (2) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいず

れかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定によ

る育児休業（以下この条において「地方等育児休業」という。）をしている場

合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合（当

該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合
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又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。） 当該子が１歳

２か月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算し

て育児休業等可能日数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数

をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項の規定による産前の休

業措置又は同条第２項の規定による産後の就業禁止措置として与えられる休暇

により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日

数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経

過する日） 

 (3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してす

る育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相

当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期

間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なると

きは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこ

の号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子

が１歳６か月に達する日 

  ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場合又は当

該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者がする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては

、当該末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合 

  イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務

のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

 第３条に次の２号を加える。 

 (6) 第２条の２第３号に掲げる場合に該当すること。 

 (7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職

員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようと



5 

すること。 

 第１７条中「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務を

している」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

 (1) 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員 

 (2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。） 

  ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

  イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職

員 

 第１８条第１項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第８条第１項に規定する

正規の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において

同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）」に改め、同

条第２項中「職員」の次に「（非常勤職員を除く。）」を加え、同条に次の１項を

加える。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職員

について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えな

い範囲内で（当該非常勤職員が前項に規定する特別休暇を承認されている場合に

あっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該特別休暇を承認

されている時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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平成２３年さぬき市議会第１回定例会議案 

 

                         平成２３年３月１０日提出 

市長提出議案 

 

同意第１号 さぬき市教育委員会委員の任命について 

同意第２号 さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第３号 さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第４号 さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第５号 さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第６号 さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
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同意第１号 

 

 

さぬき市教育委員会委員の任命について 

 

 

 さぬき市教育委員会の委員福家弘文氏が平成２３年５月２１日任期満了につき、

下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年

法律第１６２号)第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

  

 

                      平成２３年３月１０日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

住  所   さぬき市造田是弘７３１番地２ 

 

氏  名   細 川 哲 士 

 

生年月日   昭和２１年１月２７日生（満６５歳） 
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同意第２号 

 

 

さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 さぬき市固定資産評価審査委員会の委員赤山芳隆氏が平成２３年５月２１日任期

満了につき、下記の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

                      平成２３年３月１０日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

 住  所   さぬき市津田町鶴羽５９７番地 

 

 氏  名   赤 山 芳 隆 

 

 生年月日   昭和２６年８月２１日生（満５９歳） 
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同意第３号 

 

 

さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 さぬき市固定資産評価審査委員会の委員三村利夫氏が平成２３年５月２１日任期

満了につき、下記の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

                      平成２３年３月１０日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

 住  所   さぬき市大川町富田中３５００番地８ 

 

 氏  名   三 村 利 夫 

 

 生年月日   昭和２１年１１月２４日生（満６４歳） 
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同意第４号 

 

 

さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 さぬき市固定資産評価審査委員会の委員金川幸二氏が平成２３年５月２１日任期

満了につき、下記の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

                      平成２３年３月１０日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

 住  所   さぬき市志度４３７２番地３ 

 

 氏  名   金 川 幸 二 

 

 生年月日   昭和２９年２月２日生（満５７歳） 
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同意第５号 

 

 

さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 さぬき市固定資産評価審査委員会の委員多田敏則氏が平成２３年５月２１日任期

満了につき、下記の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

                      平成２３年３月１０日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

 住  所   さぬき市寒川町神前２４７１番地 

 

 氏  名   多 田 敏 則 

 

 生年月日   昭和２１年１２月２日生（満６４歳） 
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同意第６号 

 

 

さぬき市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 さぬき市固定資産評価審査委員会の委員和木國博氏が平成２３年５月２１日任期

満了につき、下記の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

                      平成２３年３月１０日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

 住  所   さぬき市造田是弘１８１番地１ 

 

 氏  名   大 野 憲 治 

 

 生年月日   昭和２２年５月１０日生（満６３歳） 
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諮問第１号 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 人権擁護委員として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

平成２３年３月１０日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

 住  所   さぬき市寒川町神前２４６７番地 

 

氏  名   多 田 春 代 

 

生年月日   昭和２５年１月３０日生（満６１歳） 
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